
令 和 元 年 ６ 月

～受入れにあたって押さえるべきポイントとは～

（資料６）
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（１）どういう外国人材であれば、「特定技能外国人」と

して受け入れることができるの？

その外国人材の方は･･･

受入れできる

外国人材に

必要な資格とかは

あるんですか？

受入れできるのは、

①技能試験と

日本語試験に

合格した者か、

②技能実習２号

修了者

の２パターンです。

１ 受け入れたい外国人材を見つけたら、以下のフロー図も参考

にしながら、その方が特定技能制度の下で受入れ可能な外国人

材かどうかをチェックしましょう。

受入れ
できません！

基礎編その１：受け入れる外国人材について

いいえ

はい

受入れ可能
です！

18歳以上であり、かつ、
健康状態は良好ですか？

技能実習２号を
修了してますか？

技能試験と日本語試験
の両方に合格

してますか？

いいえ

はい

現在日本で在留中の場合

現在本国に戻っている場合 在留資格認定証明書
交付申請

在留資格変更許可申請

いいえ

はい



在留資格の変更を

する場合、

実習が終わった後に、

いったん母国に帰っ

てもらう必要は

あるの？

いいえ、実習修了前に

変更申請を行うことで、

そのまま特定技能に

移行することが

できます。

３ ①のパターンのように、技能実習２号修了者に特定技能制

度の下で引き続き働いてもらいたい場合は、技能実習２号修

了の２か月前になったら、最寄りの地方出入国在留管理局

（地方入管）に、在留資格を「特定技能１号」に変更するた

めの申請（在留資格変更許可申請）をしてもらうことになり

ます。

２ 農業者の皆様が特定技能制度で外国人材を受け入れようと

する場合、以下の①、②のように、受け入れたい外国人材が

すでに決まっている場合が多いものと思います。

① 自分が現在受入れ中の技能実習生を引き続き特定技能
外国人として受け入れたい場合

② 以前自分が受け入れ、現在は帰国している技能実習生
OBをもう一度特定技能外国人として受け入れたい場合



５ これに対し、②のパターンのように、過去に技能実習２号

を修了したものの、現在本国に帰国している者について、再

度特定技能制度の下で働いてもらいたい場合は、外国人材と

雇用契約を締結後、最寄りの地方入管に、在留資格認定証明

書の交付申請をしてもらうことになります。

※その後の手続については、16ページを参照してください。

４ 申請の結果「在留資格変更許可」が出れば、外国人材は新

たな在留資格により引き続き農業現場で働くことができ、

いったん母国に帰国する必要はありません。

技能実習（２号）

在留資格
変更許可申請

変更
許可！

特定技能１号



（２）受け入れる外国人材を探すには、どうしたらいいの？

めぼしい

技能実習生は皆

帰国してしまったん

だけど、受け入れる

外国人材ってどう

探せばいいの？

お近くに、

実習生の受入れ

実績のある農協等

があれば、まずは

そちらにご相談

いただくことが

考えられます。

１ 農業者の皆様の中には、受け入れたい外国人材を一から見つ

けなければならないという方もいらっしゃるかもしれません。

① 農業分野での技能実習生の受入れ実績
のある最寄りの農協等

② 最寄りのハローワークや民間の
職業紹介所

③ 海外にネットワークを持つ民間団体
や現地コーディネーター

基礎編その１：受け入れる外国人材について

２ その場合、ご希望に沿うような外国人材を探す上でのご相

談先としては、以下に挙げるような団体等が考えられます。



（３）外国人材は、どのような形態で受け入れることが

できるの？

自分で雇用する

以外のパターンもあ

るって聞いたんです

けど本当ですか？

直接雇うことは

もちろん、派遣事業

者から派遣してもら

うことも可能です！

１ 特定技能制度による農業分野での受入れについては、

① 農業者が受入れ機関として直接外国人材を雇用する場合

② 派遣事業者が受入れ機関となり、外国人材を派遣しても

らう場合

の２つのパターンがあります。

外国人材

農業者

労働者派遣契約

派 遣 元 派 遣 先

労働者派遣事業者
（受入れ機関）

パターン１：直接雇用形態

農業者
（受入れ機関）

雇用契約

外国人材
農作業等

指揮命令関係

パターン２：派遣形態

基礎編その１：受け入れる外国人材について



２ また、JA等が外国人材を雇用した上で、組合員等の農業

者から農作業等の業務を請け負い、外国人材にその業務に

従事してもらうといった働き方が可能です。

ＪＡ等
（請負事業主）

雇
用
契
約

A農家
（発注者）

農作業等請負

管内のJAが組合員か

ら請け負っている農

作業を外国人材にし

てもらうといったこ

とも可能なのかし

ら？

はい、JA等が複数の

組合員から請け負っ

た業務について従事

してもらうことも可

能です！

指
揮
命
令

関
係

外国人材

３ この場合、JA等が地域内の複数の農業者から請け負った

業務に外国人材が従事することも可能ですが、作業の指揮

命令は、個々の農業者が行うことはできず、雇用契約を結

んだJA等が行う必要がある点に注意が必要です。

ＪＡ等
（請負事業主）

雇
用
契
約

A農家

指
揮
命
令

関
係

Ｂ農家

C農家

農作業等請負



（１）外国人材は、何年間働くことができるの？

技能実習は最長５年

だったと思うけど、特

定技能の場合も同じな

の？

外国人材が

日本で働ける

期間は「通算」で

５年までになります。

･･･

１ 特定技能制度では、外国人材に、

① ５年間継続して働いてもらう、

② 農閑期等には帰国し、通算で５年間になるまで

働いてもらう、

のどちらも可能です。

２ また、在留期間が通算５年を超えなければ、最初に雇用

契約を結んだ農業者の下での雇用期間が終わった後、別の

農業者と雇用契約を締結し、働いてもらうといったことも

可能です。

５ 年 間

半年間

帰国

いずれのパターンも大丈夫です！

基礎編その２：外国人材の働き方について

半年間

帰国 帰国 帰国

半年間 半年間 半年間

帰国

半年間

入国後
10年目
まで

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

※ただし、地方出入国在留管理局で新たに在留資格変更許可を受ける必要があります。



（２）外国人材は、どんな作業に従事できるの？

うちの法人は

多角経営をしてい

るから、

農作業以外にも

色々作業をお願い

したいんだけど･･･

定植、収穫、

選果等の農作業のほか、

製造・加工、販売等の

作業にも付随的に従事

できます。

１ 外国人材は、主として、

① 耕種農業全般の作業（栽培管理、農産物の集出荷、選別等）

② 畜産農業全般の作業（飼養管理、畜産物の集出荷、選別等）

に従事することが必要です。

２ ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が

必ず含まれていることが必要です。

※ 例えば、農産物の選別の業務にのみ専ら従事させるといったことはできませんの

で、ご注意ください。

３ また、同じ農業者等の下で作業する日本人が普段から従事し

ている関連業務（加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業

等）にも付随的に従事することが可能です。

※ ただし、専ら関連業務に従事することはできませんので、ご注意ください。

基礎編その２：外国人材の働き方について



（１）受け入れるために何を準備すればいいの？

大きく分けて

①契約を結ぶ

②支援計画を作る

③地方入管に書類を出す

の３つのステップが

あります。

受け入れる外国人材が決まったら、いよいよ具体的な手続を

進めることになります。実際の受入れまでの大まかな流れは、

以下のとおりです。

実践編その１：受入れまでのプロセスについて

実際に受け入れる

までの流れがよく

分からんので、簡

単に教えてくれん

かの？

ステップ１：受入れ機関との雇用契約の締結（10ページ）

（※派遣形態の場合）
派遣先である農業者との

労働者派遣契約の締結（13ページ）

ステップ２：支援計画の作成（14ページ）

ステップ３：地方出入国在留管理局への申請（16ページ）

就 労 開 始

※ より詳しい流れの説明については、参考１（22ページ）をご覧下さい。



（参考様式１-６号）

雇 用 条 件 書

年 月 日

（中略）

Ⅲ.従事すべき業務の内容

（略）

Ⅳ.労働時間等

（略）

（中略）

（２）どんな内容の雇用契約を結べばいいの？

外国人材と結ぶ雇

用契約には、色々

と規定しておかな

きゃいけない内容

があるって聞いた

けど、本当？

業務内容、労働時間、

賃金などの労働条件に

ついて、基準を満たす

内容を定める必要があ

ります。

１ 具体的には、雇用契約の別添書類（雇用条件書）の中で、

主に以下の内容を盛り込む必要があります。

実践編その１：受入れまでのプロセスについて

外国人材の所定

労働時間につい

て、農業者等に

現に雇用されて

いる他の労働者

の所定労働時間

と同じ内容を規

定する必要

業務内容が、

耕種農業全般又

は畜産農業全般

に主として従事

してもらう内容

となっている

必要

（次ページに続く）



（中略）

Ⅵ.休暇

Ⅸ.その他

２．雇入れ時の健康診断 年 月

（中略）

（略）

Ⅶ.賃金

（略）

外国人材が一時

帰国を希望した

場合、必要な

有給休暇を取得

させる旨を規定

する必要

健康状態その他

の生活状況を

把握するのに

必要な措置を

講じる旨を規定

する必要

賃金が、外国人

材を雇用する農

業者の下で、同

じ作業に従事す

る日本人労働者

と同じ金額以上

である必要

３．初回の健康診断 年 月

４．本契約終了後に乙が帰国するに当たり・・・（以下略）

受取人（署名）

雇用契約終了後

の帰国費用を

負担できない

場合、旅費を

負担するととも

に、外国人材が

スムーズに出国

できるように

必要な措置を

講じる旨を規定

する必要



３ 参考様式につきましては、以下の出入国在留管理庁のホーム
ページに掲載されていますので、そちらを御確認ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html

２ その上で、自らが

・ 過去５年以内に労働者を６ヶ月以上雇用した経験がある

こと

・ 「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力

を行うこと

といった農業分野で外国人材を受け入れる場合に満たすべき

基準を満たすことを誓約した文書である「誓約書」を作成

し、最寄りの地方出入国在留管理局で受入れの手続を行う

際に他の書類とあわせて提出いただく必要があります。

分野参考様式11-１号（特定技能所属機関：直接雇用）

農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う
特定技能所属機関に係る誓約書

出入国在留管理庁長官 殿

（中略）

記

農業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、
以下の事項について誓約します。

【誓約事項】

（略）

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html


（３）派遣形態で受け入れたい場合は、何をすればいいの？

自分は派遣形態で

外国人材を派遣し

てもらいたいんだ

けど、その場合は、

何をすればいい

の？

派遣事業者と労働者派

遣契約を結ぶとともに、

必要な研修を受けたり

する必要があります。

１ 農業者が、外国人材を派遣事業者から派遣してもらう場合

には、まず派遣事業者と労働者派遣契約を結ぶ必要があり

ます。

実践編その１：受入れまでのプロセスについて

といった派遣先の満たすべき基準を満たすことを誓約した

文書である「派遣先事業者誓約書」をあらかじめ派遣事業

者に提出いただくことになります。

２ その上で、自らが

・ 過去５年以内に労働者を６ヶ月以上雇用した経験がある

こと

又は

・ 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を

派遣先責任者に選任していること

※ 本誓約書は、派遣事業者が外国人材の受入れ手続を進める際、地方入管に
提出する書類の一つとなります。



（４）「支援計画」は具体的にどのような内容なの？

外国人材への

支援って、

仕事のやり方を

教えるといったこと

かしら？

１ 農業者が外国人材を雇用する場合、主に以下の①～⑩の支

援内容について、具体的にどのように行うかを定めた「支援

計画」を事前に作成する必要があります。

実践編その１：受入れまでのプロセスについて

仕事面のみならず、

外国人材が日本で

安心して生活でき

るよう、きめ細や

かなサポートをし

ていただくことに

なります。

①事前ガイダンス ②出入国する際の送迎

③住居確保・生活に必要な
契約支援

④生活オリエンテーション

⑤公的手続等への同行 ⑥日本語学習の機会の提供

労働条件・業務内

容・保証金徴収の

有無等について、

対面・テレビ電話

等で説明

空港や事業所・住居

への送迎・同行

社宅等の提供、

銀行口座の開設、

携帯電話やライフ

ラインの契約等の

補助

生活のルールや

マナー、公共機関

の利用方法や連絡

先、災害時の対応

等の説明

住居地の市役所等

への社会保障・税

関連の手続の同行、

書類作成の補助

日本語教室等の

入学案内、

日本語学習教材の

情報提供



外国人材への支援

をすべて自分です

るのは正直難しそ

う…

外国人材への支援は登

録支援機関に委託する

ことができます。

２ 外国人材への支援は、農業者自身が行うか、「登録支援機関

（※）」に委託することができます。

農業者 外国人材

登録支援機関

支援の全部を委託

雇用契約

⑦相談・苦情への対応 ⑧日本人との交流促進

⑨転職支援
（※受入れ側の都合の場合）

⑩定期面談、行政機関への
通報

職場や生活上の

相談・苦情につ

いて、母国語で

の対応や必要な

助言・指導

地域住民の交流の

場や行事の案内、

参加の補助

転職先探しの補助

や情報提供、求職

活動時の有給休暇

の付与

支援責任者等によ

る３か月に１回以

上の面談、問題把

握時の各種行政機

関への通報

※ 農業分野の登録支援機関としては、これまでに技能実習の監理団体等として外国人材の受入れ

に関わっていた農協や法人協会など、地域の農業団体が考えられます。登録支援機関の一覧につ

いては、以下の法務省ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html


（５）受入れ手続を進めるためには、何をすればいいの？

雇用契約も結んだ

し、支援計画も

作ったけど、次は

何をすればいい

の？

最寄りの地方入管に

各種書類を提出し、

受入れに向けた手続を

いよいよ進めることに

なります！

１ 外国人材の受入れの手続は、最寄りの地方出入国在留管理

局（地方入管）で行うことになりますが、受け入れる外国

人材が現在日本国内にいるかどうかに応じて、申請する内

容が異なりますので、ご注意ください。

実践編その１：受入れまでのプロセスについて

外国人材が日本国内に
在留中の場合

外国人材が海外から
来日する場合

※ 具体的な提出書類の詳細については、事前に最寄りの地方入管に
お問い合わせください。

２ 地方入管に申請後、変更許可や証明書の交付がされた後は、

それぞれ以下の流れにより、実際の受入れがスタートするこ

とになります。

証明書
交付

在留資格変更
の許可申請

在留資格認定証明書
の交付申請

在留資格
変更許可

在外公館に
査証（ビザ）

申請
入国

ビザ
発給

受入れ
開始！

受入れ
開始！



（１）「農業特定技能協議会」ではどんなことをするの？

農業特定技能協議

会に加入すること

になっているけど、

そもそも何をする

の？

制度や情報の周知、

法令遵守の啓発、地域

ごとの人手不足の状況

を把握し、必要な対応

を実施します。

１ 農業特定技能協議会は、特定技能制度の農業分野での適切

な運用を図るために設けられた協議会です。

実践編その２：受入れ後にやるべきことについて

農
業
特
定
技
能
協
議
会

農業分野の受入れ機関
（農業者の皆様）

農林水産省

制度所管省庁
（出入国在留管理庁、警察庁、厚労省、外務省）

（公社）日本農業法人協会
全国農業協同組合中央会

（一社）全国農業会議所 等

【構成員】

２ 農業者の皆様が外国人材の受入れ機関となった場合は、本

協議会に入会いただくことで、今後、協議会が行うこととし

ている以下の活動を通じ、外国人材の受入れをより適正かつ

円滑なものとすることが可能になります。

① 協議会が依頼する各種アンケートや現地調査への御協力

② 外国人材の受入れに役立つ各種最新情報の共有

③ 個別の受入れで生じた課題の共有とその解決に向けた構

成員間の協議



農業特定技能協議

会にいつまでにど

うやって加入すれ

ばいいの？

最初の受入れ後４ヶ月

以内に、ホームページ

上の加入申請フォーム

に必要事項を入力して

加入してください。

協議会への入会の流れ

加入申請
フォーム
への入力

申請内容
の確認

入会完了

２ ３１

「加入通知書」を
電子メールで送付

※以後、外国人
材を受け入れる
際は、地方出入
国在留管理局へ
の申請時に、
「加入通知書」
を添付

※ 派遣形態で派遣先として外国人材を受け入れる場合は、
派遣事業者が協議会に入会することになります。

３ 最初に外国人材を受け入れた場合は、受入れ後４か月以内に

協議会に入会していただくこととなっています。

４ 加入については、農林水産省ホームページの加入申請フォー

ムから申請してください。

http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

５ 申請された情報に問題がなければ、「加入通知書」を送付いた

します。これをもって、加入の手続きは完了となります。

なお、入会に当たって、入会費等は特段徴収いたしません。

http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html


（２）外国人材の労務管理について気をつけるポイントは？

外国人材の

労働時間などの

労務管理は

どうしたらいいの

かな？

外国人材の労務管理は

日本人労働者と同じです。

過剰労働とならないよう、

適切に労働時間等を設定

してください。

１ 労働基準法では、農業については労働時間・休憩・休日の

規定が適用されないこととなっています。

２ 特定技能外国人についても、日本人労働者の場合と同じく

適用されないことになりますが、優秀な人材を確保していく

ためにも、労働者が働きやすい環境を整えるよう努力するこ

とが推奨されています。

３ 自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切

に労働時間、休憩及び休日を設けるようにしてください。

実践編その２：受入れ後にやるべきことについて



（３）受入れ後に必要な報告や届け出はあるの？

外国人材を

受け入れた後にも

必要な手続はある

んかの？

地方入管に定期的に必

要な報告を届け出る必

要があります。

外国人を受け入れた場合、雇用契約や支援計画に関する各種
届出が義務付けられており、届出をしなかったり、虚偽の届出
を行った場合は、罰則の対象となります。それぞれの事由が生
じた日から１４日以内に忘れずにご提出ください。

届出の種類 届出のタイミング 届出の主な内容

雇用契約に関する届出 雇用契約の内容等に
変更等があったとき

変更、終了、新たな契約の
締結時の内容等

支援計画に関する届出 支援計画を変更した
とき

計画変更時の内容等

登録支援機関との委託
契約に関する届出

登録支援機関との契約
締結、契約変更、契約
終了するとき

締結時や契約変更時の内容
等

外国人材の受入れが困
難となった際の届出

受入れが困難となった
とき

困難となった事由、外国人
材の現状、活動継続のため
の措置内容等

不正行為を知ったとき
の届出

不正行為の発生を
受入れ機関が知った
とき

発生時期、認知した時期、
当該行為の内容とそれに
対する対応等

外国人材の受入れ状況
に関する届出

四半期ごと（※） 外国人材の総数、外国人材
の氏名、国籍等の情報、業
務内容（派遣形態の場合は
派遣先の情報）

支援計画の実施状況に
関する届出

四半期ごと（※） 各種支援の状況（定期面談
実施時の内容、対応結果
等）

外国人材の活動状況に
関する届出

四半期ごと（※） 報酬の支払い状況、従業員
数、各種公的保険に係る適
用状況等

※ 具体的には、翌四半期の最初の日から14日以内（第１四半期（１月１日～３月31日）
であれば、４月14日まで）に届け出る必要があります。

実践編その２：受入れ後にやるべきことについて



特定技能の場合は、

外国人材の転職が可

能って聞いたけど、

そうなると、せっか

く受け入れても、す

ぐ違う経営体に転職

されちゃうんじゃな

いかな？

転職は可能ですが、外

国人材が自分で転職先

を決めて在留資格の変

更許可をする必要があ

ります。

３ 日本人の従業員と同じように、日頃から外国人材とのコミュ

ニケーションをしっかりと行うこと、労働環境や生活環境の改

善に取り組むことなどを通じて、長く働いてもらえるよう取り

組んでいただくことが大切です。

（４）受入れ後に転職を希望されたらどうすればいいの？

実践編その２：受入れ後にやるべきことについて

２ 転職先が見つからないうちに「転職したいから辞める」と言

われた場合は、在留中の求職活動は可能なため、自分で転職先

を決めて、在留資格の変更許可を受ける必要があること、農業

以外の分野での転職を希望する場合は技能試験の合格が必要な

ことなど、正しい制度の仕組みを伝えてあげましょう。

１ 農業分野の外国人材が、自らの意思で違う農業経営体に転職

をする場合は、働きながら自ら転職活動を行って転職先を見

つけた上で、受け入れ先の変更に伴う在留資格の変更許可申

請を行う必要があります。

４ なお、受入れ農業経営体が倒産・破産してしまった場合など、

外国人材の意思に反して離職せざるを得なくなったケースにお

いては、受入れ側が外国人材の転職先を探すため一緒にハロー

ワークに行くなどの各種支援を行う必要があります。



試験免除

（参考１）特定技能外国人の受入れの流れ

技能実習
２号を
良好に
修了した
外国人

新規入国
予定の
外国人

試験免除 試験
受験・合格

受入れ機関との雇用契約の締結

事前ガイダンスの実施、
健康診断の受診等

支援計画の作成

受入れ
機関

海外から来日する
外国人

日本国内に在留中の
外国人（中長期在留者）

技能実習
２号を
良好に
修了した
外国人

留学生
など

試験
受験・合格

地方出入国在留管理局に
在留資格認定証明書

の交付申請

在留資格認定証明書の交付

地方出入国在留管理局に
在留資格変更の許可申請

次ページにつづく 次ページにつづく

（派遣形態の場合）
派遣先との労働者派遣契約の締結



（入国後（在留資格変更後）遅滞なく）
各種支援の実施

受入れ
機関

日本国内に在留中の
外国人（中長期在留者）

受入れ機関での就労開始

前ページからのつづき 前ページからのつづき

海外から来日する
外国人

生活オリエンテーションの実施
日本語学習の機会の提供

各種届出の実施

各種雇用契約の変更
支援計画の変更

支援計画の実施状況（注）など

在外公館に
査証（ビザ）申請

査証（ビザ）発給 在留資格変更許可

入国

農業特定技能協議会への入会

入会後は、協議会によるアン
ケート調査、ヒアリング、現地

調査等に対し適宜協力

受入れから
４か月以内

受入れ後
随時

（注）登録支援機関に委託する場合は
登録支援機関が届出を実施



（参考２）外国人技能実習制度と特定技能による受入れ制度との
比較

技能実習制度
（技能実習法）

特定技能制度
(出入国管理及び難民認定法)

在留資格
「技能実習」
➢ 実習目的

「特定技能（１号）」
➢ 就労目的

在留期間

最長５年

※４年目の実習（技能実習３号）
を開始する際に、１か月以上帰
国させる必要有

通算で最長５年
（在留期間中の帰国可）

従事可能
な業務の
範囲

・耕種農業のうち
「施設園芸」「畑作・野菜」
「果樹」
又は

・畜産農業のうち
「養豚」「養鶏」「酪農」

※農作業以外に、農畜産物を使用
した製造・加工の作業の実習も
可能

・耕種農業全般
又は

・畜産農業全般

※日本人が通常従事している関連業
務（農畜産物の製造・加工、運搬、
販売の作業、冬場の除雪作業等）に
付随的に従事することも可能

技能水準 ―

「受入れ分野で相当程度の知識
又は経験を必要とする技能」
（一定の専門性・技能が必要）

※業所管省庁が定める試験等により
確認。ただし、技能実習２号を良好
に修了した者は試験を免除。

日本語
能力の
水準

―

「ある程度日常会話ができ、生
活に支障がない程度の能力を有
することを基本」

※試験等により確認。ただし、技能
実習２号を良好に修了した者は試験
を免除。

外国人材
の受入れ
主体

（雇用主）

実習実施者（農業者等）

※農協が受入れ主体となり、組合

員から農作業を請け負って実習
を実施することも可能

・農業者等
・派遣事業者（農協、農協出資
法人、特区事業を実施している
事業者等を想定）



特定技能（農業分野）に関する問い合わせ先一覧

官署名 住所・担当部署 電話番号

農林水産省経営局 東京都千代田区霞が関1-2-1
就農・女性課

03-6744-2162

北海道農政事務所 北海道札幌市中央区南22条西
６丁目2-22
生産経営産業部担い手育成課

011-330-8809

東北農政局 宮城県仙台市青葉区本町三丁目
３番１号
経営・事業支援部経営支援課

022-221-6217

関東農政局 埼玉県さいたま市中央区新都

心2-1 さいたま新都心合同

庁舎2号館

経営・事業支援部経営支援課

048-740-0394

北陸農政局 石川県金沢市広坂2丁目2番60号

経営・事業支援部経営支援課

076-232-4238

東海農政局 愛知県名古屋市中区三の丸1-

2-2

経営・事業支援部経営支援課

052-223-4620

近畿農政局 京都府京都市上京区西洞院通下
長者町下る丁子風呂町

経営・事業支援部経営支援課

075-414-9055

中国四国農政局 岡山県岡山市北区下石井１丁目
４番１号

経営・事業支援部経営支援課

086-224-8842

九州農政局 熊本県熊本市西区春日2丁目10
番１号

経営・事業支援部経営支援課

096-300-6375

沖縄総合事務局 沖縄県那覇市おもろまち2丁

目1番1号

那覇第2地方合同庁舎2号館

農林水産部経営課

098-866-1628
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